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BEPS 行動計画７：恒久的施

設（PE）認定の人為的回避の

防止 
 

2014年 10月 31日、「税源浸食と利益移転（BEPS）」プロジェクトの一環と
して、経済協力開発機構（OECD）は BEPS行動計画 7「恒久的施設（PE）認
定の人為的回避の防止」に関するディスカッションドラフトを公表した。当該
計画は、経営活動に対する徴税権の国家間での配分に係るルールの濫用を防止
するために、OECDモデル租税条約における恒久的施設（以下「PE」）の定義
（即ち、モデル租税条約第 5条）の変更を目指したものである。OECD は、

BEPS 行動計画１の成果物に則して、デジタルエコノミーの下でのクロスボー
ダービジネスに関わる PE の定義についても変更することを検討している。 

 

BEPS 行動計画に関するその他のディスカッションドラフトと同様に、上記の
ディスカッションドラフトも G20/OECD 加盟国の総意を表すものではなく、パ
ブリックコメントを求めるために、予備的ながら実質的な提案を提示すること
を意図している。 

 

コメント 
 

納税実体に関する議論は BEPSプロジェクトにおける重要なテーマであり、各

国の企業および政府に対して潜在的に大きな影響を与えるものである。今回公
表されたモデル租税条約の改正に関する提言は、企業が販売地における多額の
課税を人為的に回避できるような形で契約を締結すること、あるいはいわゆる

「分割（fragmentation）」を制限しようとするものである。コミッショネアも
しくはその他の PE 認定の回避を意図した取決めがなかったとしても、多くの
多国籍企業は PEが存在するか否かを判断するために膨大な作業を行うことが
必要になるものと予想される。状況によっては、PE と認定されるケースが増
え、それに対応してコンプライアンスコストも増加する可能性がある。多国籍
企業の運営状況と国内での潜在的な PE認定に対する影響を把握するために、
税務機関は多国籍企業に対してより多くの税務調査を行うようになるかもしれ

ない。 

 

PE認定の問題は主として経営活動に対する徴税権をどのように複数の国家の政
府間で分けるかということに関わる。企業および税務機関が効率的かつ適切に
運用できるように、この境界線をできるだけ明確にすることは OECDおよび
G20の義務である。企業にとっては、追加的なコンプライアンスコストが生じ
るほか、税務機関が追加的な税金を課そうとすることにより、より多くの争議

が生じ、その解決のために圧力がかかるということ、あるいは二重課税が生じ
る可能性があるということがリスクとなる。例えば、契約の分割を伴う濫用の
解決策として主要目的テストが用いられる場合、納税者が相互協議を通じて十
分に守られるようにすることが重要となる。 

 

同じように、PE への損失の帰属問題についても解決することが必要となるかも
しれない。 

税務 
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企業はストラクチャーおよびサプライチェーンを見直し、今回提案されている変更が、免税または控除という形で二
重課税を回避できる可能性を含めて、その税務とコンプライアンスの状況にどのような影響を与えるかを分析する必
要がある。企業がOECDのコンサルテーションプロセスに積極的に参加することは、これまでこの行動計画に係るフ
ォーカスグループが想定していなかった状況における今回の提言の影響をOECDが理解するための助けになるだろ
う。 

 

保険業の PE認定に関する提言は源泉国と居住国の徴税権を改めて定めることになる可能性があるという保険業界の考

えは正しいであろう。OECDが述べている BEPSプロジェクトの目的から見ると、この提言は妙なものに思われる。 

 

予備的な検討によれば、移転価格と PEへの利益の帰属に関して必要となる変更は限られるとディスカッションドラフ
トでは述べている。追加的なコンプライアンスコストと PE認定による税収増加の間のバランスをとる必要があるた
め、変更による影響を十分に検討することが重要と思われる。また、OECDの「PE への所得の帰属に関するレポート
（2010年版）」では、ほとんど全て金融サービス業に焦点が当てられている。その内のパート 2からパート 4までは
特定の金融サービスの状況について検討したものであり、一般的に適用されるパート 1でも、多くの金融サービス業

に関する例示を含んでいる。したがって、異なる企業および異なる政府が一貫性のあるアプローチを採用する上で、
金融以外のサービス業向けの新たな指針を提供することはとても重要である。 

 

モデル租税条約第 5条の改正に関する提言 

 

コミッショネアの取決めまたは類似の方策による PE認定の人為的回避：OECD は、どのような状況において非居住
者企業が仲介者を通じて締約相手国において経営活動を行い、PE を構成することになるかを明確にする形で、現行の

独立代理人および従属代理人に関するルールを変更することを提言している。これらの変更はコミッショネアまたは
類似の取決めに対する現在の有利な取扱いを制限することを意図したものである。提言によると、国外企業の経常的
な契約締結の実現を目的とした仲介者の販売地における活動は今後、当該国外企業の PE（納税主体）を構成すること
になる。独立代理人に係る例外規定は残るが、ディスカッションドラフトでは、ルールの厳格化を図り、専ら一つの
企業グループのために行動する代理人に対してこの例外規定は適用されないことを明確化することを提言している。
ディスカッションドラフトでは、代理人 PE条項（モデル租税条約第 5条第 5項）の改正に関して、以下の 4つの（類

似の）代替的選択肢を提示している。 

 

A. 仲介者が「特定の者を通じて契約の締結につながる一定の方法で」活動に従事する場合の、国外企業による物
品またはサービスの提供に係る契約に言及すること 

B. 仲介者が「契約を締結するか、または契約の重要な要素について交渉する」場合の、国外企業による物品また
はサービスの提供に係る契約に言及すること 

C. 仲介者が「特定の者を通じて契約の締結につながる一定の方法で」活動に従事する場合の、代理人と国外企業

との法的関係により「当該国外企業が責任およびリスクを負う」契約に着目すること 

D. 仲介者が「契約を締結するか、または契約の重要な要素について交渉する」場合の、代理人と国外企業との法
的関係により「当該国外企業が責任およびリスクを負う」契約に着目すること 

   

上述の A案および C 案の概念がどのように実務において一貫性をもって運用されるかを予測することは難しい。ま
た、OECD はモデル租税条約第 5条第 6項にある、国外企業の PE とはならない「独立代理人」の「独立」に係る要件
の厳格化を提案している。即ち、代理人が「種々の者」のために行動する場合にのみ「独立代理人」として認められ

る。特に、代理人が「専らまたはほぼ専ら一企業または関連企業のために」行動する場合、独立代理人の要件を満た
すことにはならないとしている。 

 

特定の活動に係る例外の適用による PE認定の人為的回避：OECDモデル租税条約では、事業を行う一定の場所を有
していたとしても PE には含まれないとされる、例外となる特定の活動が列挙されている（モデル租税条約第 5条第 4

項参照。例えば、保管、展示、引渡しまたは加工を目的とした物品の在庫の保有）が、ディスカッションドラフトで
はこの条項の改正を提言している。これは例外の取扱いを現行の経済状況に合わせようとするものである。例えば、

モデル租税条約の条項について最初に協議が行われたときには準備的または補助的な活動と考えられていた倉庫業
も、現代的なビジネスモデルにおいては、特に電子商取引が行われる中で、複雑な機能を有する物流センターとな
り、ビジネスにおけるバリューチェーンの重要な一環をなす場合がある。多くの政府が現行の例外範囲は広すぎると
考えていることは明らかである。ディスカッションドラフトでは可能性のある改正案について検討を行っている。こ
れには、ビジネスのバリューチェーンに対するレビューを必要とする「包括的」アプローチと、一部の特定の活動に
ついて例外扱いを認めなくするアプローチとがある。 

 

E. 例外の適用を受けるための要件として、各特定の活動（あるいは活動の組み合わせ）は「準備的または補助的
な性格」のものでなければならない。 

F. E を採用しない場合、例外の対象となる特定の活動から「引渡し」を除外する。 

G. E を採用しない場合、例外の対象となる特定の活動から「物品または商品の購入」を除外する。 

H. E を採用しない場合、Gの代替案として、例外の対象となる特定の活動から「物品または商品の購入」と「情
報の収集」を除外する。 

 

 



OECD は、企業グループがそのビジネス活動を複数の関連会社の間で「分割」することによって、各活動が「準備的
または補助的」なものになるようにし、PE認定を回避しようとする状況にも関心を持ち、これに対して、ディスカッ
ションドラフトにおいて以下の代替的選択肢を提示している。 

 

I. 「同一の企業または関連企業」が活動を行う場合に、その中の一つの企業が PE（第 5条の第 4項以外の条項
に基づく）を有しており、そのビジネス活動が「緊密な関連を有するビジネスの一部となる補完的な機能を果
たす」場合、特定の活動に係る例外は適用できない。 

J. Iの状況のほかに、ビジネス活動が「緊密な関連を有するビジネスの一部となる補完的な機能を果たす」場合
で、「活動の組み合わせによる全体の活動が準備的または補助的な性格のものではない」場合にも、特定の活
動に係る例外は適用できない。この案においては、第 5条のその他の条項に基づき、PE を有する企業がある
か否かを考慮する必要はない。 

 

建設契約の分割：各契約の期間が建築工事現場、建設または据付のプロジェクトにおいて PE を構成することとなる
12ヵ月の期間に満たなくなるように関連者間で契約を分割するという問題に対処するために、OECDは以下の改正案

を提示している（第 5条第 3項、OECDモデル租税条約にはないサービス PE にも適用される）。 

 

K. 12ヵ月の期間の計算にあたり、企業の現場での活動期間に関連企業の活動の期間を合算する。 

L. K の代替案として、契約の分割の問題に対処するために、BEPS行動計画 6において条約の濫用防止に関して
提案されている「主要目的テスト」を用いる。これについて説明するために、モデル租税条約第 5条のコメン
タリーにおいて事例を追加する。 

 

保険：ディスカッションドラフトでは、保険会社は PE を有することなく、ある国で大規模なビジネスを行う可能性が
あるという懸念について特に検討を行っている。これに対して OECDは 2つの代替的なアプローチを提示し、再保険
業務は PE 認定の回避に関わる特別な懸念を生じさせるか否かについてのコメントを募集している。 

 

M. 国連モデル条約と類似の方法で、保険会社に対して特別な PE の定義を置く。保険会社が「ある国で保険料を
収受する」場合、または「当該国内に存するリスクに対して保険を引き受ける」場合、当該国に PEを有する

ものとされる。ただし、再保険は除かれる。 

N. この案は、保険会社に対する特別な条項は置かず、販売に関わる PEについての A-D 案の改正を通じて問題の
解決を図ろうとするものである。即ち、保険業とその他の業種に同じように代理人条項が適用される。 

 

PEへの利益の帰属と移転価格に関わる行動計画との相互の影響 

 

ディスカッションドラフトのこのセクションにおいては、PE 認定に関する作業と、BEPS プロジェクトの移転価格に

関する作業（特に利子控除とその他の金融取引支払、無形資産、リスクと資本に係る内容）および現行ルールの下で
の PE への利益の帰属の問題との調整を図る必要性について述べている。OECD のこれまでの予備的な検討作業の結果
から見れば、若干の内容および解釈を加えることは有用であるとしても、PE への利益の帰属に関する現行のルールに
大幅な変更を加える必要性は見いだせないと、ディスカッションドラフトでは述べている。ただし、OECDは、その
他の分野（特にリスクと資本）に係る作業においては、現行ルールの再検討を行う可能性もあると認めている。 

 

スケジュール 

 

コメント募集の期限は 2015年 1月 9日である。OECDは特に、予期しない影響の例に関心を持っている。OECDは
2015年 1月 21日にパリでパブリックコンサルテーションの会議を行う予定である。この会議の登録は 2014年 11月
15日から開始された。また、当日の会議はインターネットで放送される予定である。 

 

PE等の定義の変更は租税条約の改正を必要とするため、最終的なルールが全世界で効力を発するまでには一定の時間
を要するであろう。今回の改正は多国間協議を通じて実施することもできるが、一部の国はより速やかに変更内容を

反映するために先に二国間協定の改正を行う可能性もある。 
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Wandy Luk by either email at wanluk@deloitte.com.hk or by fax to +852 2541 1911. 
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